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町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

町田市保健所関係手数料条例（平成２２年１２月町田市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

３９ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚介類競り売り営業

許可申請手数料 

１件につき

 ２５，２

００円 

４０ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚介類競り売り営業

許可更新申請手数料 

１件につき

 １６，０

００円 

４１ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚肉練り製品製造業

許可申請手数料 

１件につき

 ２１，６

００円 

４２ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚肉練り製品製造業

許可更新申請手数料 

１件につき

 １４，０

００円 

略 略 

６１ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づくしょうゆ製造業許可

申請手数料 

１件につき

 ２１，６

００円 

名称 金額 

略 略 

３９ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚介類せり売営業許

可申請手数料 

１件につき

 ２５，２

００円 

４０ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚介類せり売営業許

可更新申請手数料 

１件につき

 １６，０

００円 

４１ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚肉ねり製品製造業

許可申請手数料 

１件につき

 ２１，６

００円 

４２ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく魚肉ねり製品製造業

許可更新申請手数料 

１件につき

 １４，０

００円 

略 略 

６１ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく 醤
しょう

油製造業許可申

請手数料 

１件につき

 ２１，６

００円 



６２ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づくしょうゆ製造業許可

更新申請手数料 

１件につき

 １４，０

００円 

略 略 

７１ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく麺類製造業許可申請

手数料 

１件につき

 ２１，６

００円 

７２ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく麺類製造業許可更新

申請手数料 

１件につき

 １４，０

００円 

略 略 

９６ 毒物及び劇物取締法

（昭和２５年法律第３０

３号）第４条第２項の規

定に基づく毒物劇物販売

業の登録申請手数料 

１件につき

 １６，９

００円 

９７ 毒物及び劇物取締法

第４条第３項の規定に基

づく毒物劇物販売業の登

録更新申請手数料 

１件につき

 ７，４０

０円 

略 略 
 

６２ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づく 醤
しょう

油製造業許可更

新申請手数料 

１件につき

 １４，０

００円 

略 略 

７１ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づくめん類製造業許可申

請手数料 

１件につき

 ２１，６

００円 

７２ 食品衛生法第５２条

第１項及び食品衛生法施

行令第３５条の規定に基

づくめん類製造業許可更

新申請手数料 

１件につき

 １４，０

００円 

略 略 

９６ 毒物及び劇物取締法

（昭和２５年法律第３０

３号）第４条第３項の規

定に基づく毒物劇物販売

業の登録申請手数料 

１件につき

 １６，９

００円 

９７ 毒物及び劇物取締法

第４条第４項の規定に基

づく毒物劇物販売業の登

録更新申請手数料 

１件につき

 ７，４０

０円 

略 略 
  

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


